
相続税の試算はお済みですか？ 

ひろせ税理
士法人 

Check! 

相続税の申告は 
     必要なの？ 

相続税は 
  いくらになる？ 

遺言は作った方が 
      いいの？ 

暦年贈与は 
 いくらすればいいの？ 

 
必要な対策が 
分かった 

いくら納税資金を 
準備すればいいか 

分かった 

財産の把握が 
できる！！ 

相続税試算をすると ・ ・ ・ 



●資産のお悩み相談のお申込みは、下記フォームにご記入のうえ、ＦＡＸ送信ください。  

ご氏名 

ご住所 

ＴＥＬ ＦＡＸ 

メールアドレス 

 
       ※ お客様の個人情報は、当社の研修・セミナーのご案内に利用することがあります。 

担当：資産管理チーム 柴田陽一郎（しばたよういちろう） E-mail：shibata@hiroses.co.jp 

TEL 075－801－6331   〒602－8155 京都市上京区主税町827 
お問合せ 

第一希望日時 ： （   月   日   時 ～ ）   第二希望日時 ： （   月   日   時 ～ ） 

ご希望日時をご記入ください。相談時間は１時間程度になります。   

開 催 場 所   ： ひろせ税理士法人  

「資産のお悩み相談」 申込書 

FAX：075-801-7372（24時間受付） 

●特に相談したい項目があれば        をお願いします。 

□ 相続税の申告の必要があるか把握しておきたい 

□ 相続税額について知りたい 

□ 適正な贈与金額について知りたい 

□ 遺言を作成したい 

□ 財産目録を作成したい 

   (不動産一覧、保険契約一覧) 

□ 不動産の相続税評価について知りたい 

□ 相続税の試算をしたい 

□ 相続税の節税を考えたい 

ＦＡＸでお申し込みをいただきましたら・・・ 

弊社より電話もしくはメールにてご連絡させていただきます。 

当日の相談をスムーズに行うため、事前に持参をお願いする書類（固定資産
税納税通知書、保険証券等）がございますことを予めご了承ください。 

mailto:shibata@hiroses.co.jp

